
特定非営利活動法人徳島県ウオーキング協会定款

第1章　稔則

（名称）
第1集　この法人は、特定非営利活動法人徳島県ウオーキング協会という。

（事務所）
第2条　この法人は、主たる事務所を徳島県徳島市東出来島町10番地八幡ピル3階に置く。

第2章　目的及び事業

（目的）
第3条　この法人は、健康を志向する高齢者から子どもまでの幅広い層に対して、ウオーキ

ングに関する事業を行い、心身ともにバランスのとれた健康の増進に寄与すること
を目的とする。
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振興を図る活動

運営又は活動に関する連結、助言又は援助の

この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
（1）ウオーキング大会等に関する事業
（2）ウオーキング教室に関する事兼
（3）ウオーキングに関する広報事兼
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（入会金及び会費）
第8条　会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
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（退会）
第10条　会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。

ときは、総会の議決により、これを除名す
対し、議決の前に弁明の機会を与えなけれ

をしたとき。
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第11条

（拠出金品の不返還）
第12条　既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は返還しない。

第4章　役員及び職員
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第17条　理事又は監事のうち、その定数の3分の1を越える者が欠けたときは、遅滞なくこ
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（報酬等）
第19条　役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2　役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3　前2項に開し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
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（聴聞等）
第21条　この法人に顧問・相談役及び参与を置くことができる。

（1）顧問・相談役及び参与は、理事会の議決を経て会長が委嘱する。
（2）顧問・相談役及び参与は、会長の求めにより意見を述べることができる。

（専門部会等）
第22条　この法人は、業務遂行上必要あるときは、専門部会及び幹事会を設置することがで

きる。
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議決を経て会長が定める。の会

第5章　総会及び理事会

（種別）
第24条　この法人の会議は、総会、理事会とし、総会は通常総会及び臨時総会の2種とする。

（構成）
第25条　捻会は正会員をもって、理事会は理事をもって構成する。
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（議長）
第29条　総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
2　理事会の議長は、会長もしくは会長が指名した者がこれにあたる。

（定足数）
第30条　総会は正会員数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

（議決）
第31条
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特別の利幸関係を有する正会員は、その議事の議決に加わる

、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わる

（議事録）
第33条　稔会，理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければなら

ない。
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資産及び会計
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入収る
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議事録署名人2人以上が署名、

もって構成する。

（資産の管理）
第35粂　この法人の資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定

める。
（会計の原則）
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第36条　この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
（事業計画及び予算）
第37条　この法人の事業計画及びこれに伴う活動予井は、会長が作成し、総会の議決を経

なければならない。

定予駁38
（
第 条

鞋
刑
は
条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないとき峰、章長
理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出する

ことができる。
2　前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

（予備費の設定及び使用）
第39条　予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2　予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

（予算の追加及び更正）
第40条　予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追

加又は更正をすることができる。
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2
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活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する嘉
、速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議

ヽは
．
き 次事業年度に繰り越すものとする。

（事業年度）
第42条　この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

（臨機の措置）
第43条　予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし又は

権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第7章　定款の変更，解散及び合併
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事項として法第25条第3項に規定する以下
ればならない。
在地（所轄庁の変更を伴わないもの）

次に掲げる事由により解散する。

特
亡

護
る
欠
定非営利活動に係る事業の成功の不能

の認証の取消し
よりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の
らない。
により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。菰

（残余財産の帰属）
第46条　この法人が解散（合併又は破産による解散を除く。）したときに残存する財産は、

法第11条第3項に掲げる者のうちから、解散時の総会において選定した者に譲渡
するものとする。

（合併）
第47条　この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議

決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第8葦　公告の方法

（公告の方法）

－　5　－



第48条　この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
第9章　雑則

（細則）
第49条　この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。
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8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
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個人会員と同居する家族
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